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12ｍ以下
高さが10ｍを超える建築物は、平均地盤面からの高さが４ｍの水平面
に敷地境界線からの水平距離が５ｍを超え、10ｍ以内の範囲において
は５時間以上、10ｍを超える範囲においては３時間以上日影となる部
分を生じさせてはならない。

凡　　　　　　例

　地区計画区域・地区整備計画区域（面積 約 6.1 ha）

高
さ
の
最
高
限
度

形
態
・
色
彩
・
意
匠
の
制
限

　以下に掲げる建築物は、建築してはならない。
１　住宅
２　共同住宅、寄宿舎又は下宿
３　住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
４　老人ホーム、老人福祉センター、保育所（主に当該地区内の業所
　に従業する者の用に供する附属施設を除く｡）､身体障害者福祉ホー
　ムその他これらに類するもの
５　図書館、博物館その他これらに類するもの
６　物品販売業を営む店舗又は飲食店（店舗又は飲食店その他これら
　に類する用途に供する部分の床面積の合計が300㎡以内かつ当該地
　区内の工場で製造、加工する製品を主に販売又は提供する附属施設
　を除く。）
７　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
８　展示場､遊技場､マージャン屋､ぱちんこ屋､射的場､勝馬投票券発売
　所、場外車券売場その他これらに類するもの
９　カラオケボックスその他これに類するもの
10　畜舎
11　公衆浴場
12　自動車教習場
13　ガソリンスタンドを含む危険物の貯蔵又は処理施設（敷地内建築
　物の供給処理に伴う危険物の貯蔵庫を除く。）
14　廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規
　定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物
15　建築基準法別表第２（ぬ）項第１号(1)から(22)、(29)から(31)ま
　でに掲げる事業を営む工場、レデイミクストコンクリートの製造を
　営む工場
16　火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第２条に規定する火薬類の
　貯蔵又は処理に供するもの

工
業
地
区
Ａ

壁
面
の
位
置
の
制
限

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

 以下に掲げる建築物は、建築してはならない。
１　住宅、共同住宅
２　住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
３　店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するもので
　その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以内のもの
４　作業場の床面積の合計が50㎡以内の工場
５　巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令
　第130 条の４に規定する公益上必要な建築物
６　図書館その他これに類するもの
７　前各号に掲げる建築物に附属するもの　 　

　以下に掲げる建築物は、建築してはならない。
１　住宅（増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築
　物を除く。）
２　共同住宅、寄宿舎又は下宿
３　店舗､飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途
　に供する部分の床面積の合計が150㎡を超えるのもの
４　老人ホーム、老人福祉センター、保育所、身体障害者福祉ホーム
　その他これらに類するもの
５　図書館、博物館その他これらに類するもの
６　ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
７　展示場､遊技場､マージャン屋､ぱちんこ屋､射的場､勝馬投票券発売
　所､場外車券売場その他これらに類するもの
８　カラオケボックスその他これに類するもの
９　畜舎
10　公衆浴場
11　自動車教習場
12　倉庫業を営む倉庫
13　廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規
　定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物
14　建築基準法別表第２（ぬ）項第１号(1)から(31)までに掲げる事
　業を営む工場、レデイミクストコンクリートの製造を営む工場
15　前号以外の工場で工場立地法施行規則第２条に規定する生産施設
　の敷地面積に対する割合が、工場立地に関する準則(平成10年大蔵
　省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第１号)別表第
　１に掲げる生産施設面積率を超えるもの
16　火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第２条に規定する火薬類の
　貯蔵又は処理に供するもの

 １号壁面線（10.0ｍ以上）

 ２号壁面線（5.0ｍ以上）

壁面線が定められていないその他の道路及び隣地境界線から3.0ｍ
以上

最低
敷地
面積

　  150㎡

　  150㎡

道路、公園の境界線から0.5ｍ以上
隣地境界線から0.5ｍ以上

工
業
地
区
Ａ

 工業地区Ａ：20％
緑化率の
最低限度

道路に面する部分は、道路中心の高さ2.0ｍ以下の透視可能なフェン
ス等

垣
さ
く
の
構
造

　5,000㎡

 25ｍ以下 
高さが10ｍを超える建築物で、冬至日において、工業地区Ｂ又は住宅
地区の地区内の土地に日影を生じさせるものは、日影を生じさせる工
業地区Ｂ又は住宅地区内にある建築物とみなす

工　業
地区Ａ

工　業
地区Ｂ

住　宅
地　区

１　建築物及び工作物の外観は、周囲の眺望・景観と調和するよう刺
　激的な色彩や装飾を避け、次に掲げるマンセル表色系に該当する色
　彩及び点滅する光源が形成する面積の合計（着色していない石､木､
　土､レンガ及びコンクリート等の素材で仕上げる外観部分を除く｡）
　は、各立面の面積の３分の１を超えない範囲とする。
　(1) 7.5Ｒから7.5Ｙまでの彩度６を超えるもの
　(2) 7.5Ｙから7.5ＧＹまで（ただし､7.5Ｙを含まない。）の彩度４
　　を超えるもの
　(3) 7.5ＧＹから7.5ＲＰまで（ただし､7.5ＧＹ及び7.5ＲＰを含まな
　　い。）の彩度２を超えるもの
　(4) 7.5ＲＰから7.5Ｒまで(ただし､7.5Ｒを含まない。)の彩度４を
　　超えるもの
２　高架水槽などの工作物は､周辺の眺望・景観に配慮
３　屋外広告物は、自己の用に供し、周辺の眺望・景観に配慮

１　建築物等の屋根､外壁又はこれに代わる柱の色彩は､周辺の眺望・
　景観と調和する落ち着いたものとする
２　高架水槽などの工作物は、周辺の眺望・景観に配慮
３　屋外広告物は、自己の用に供し、周辺の眺望・景観に配慮

工
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Ｂ

住
宅
地
区

工
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住　宅
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工　業
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住　宅
地　区

工　業
地区Ｂ

住　宅
地　区

工　業
地区Ｂ

工　業
地区Ａ

道路に面する部分は、生垣又は道路中心の高さ1.5ｍ以下の透視可能
なフェンス

１：２,５００

０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００m

１：２，５００ 三島地区地区計画　地区整備計画（２／２）
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